
山口市児童館自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借に係る仕様書 

 

 

１ 業務名 山口市児童館自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借 

 

２ 賃貸借期間 

  令和７年８月１８日～令和１２年８月１７日 

 

３ 入札方法 条件付き一般競争入札 

 

４ 入札日時 令和７年７月２２日（火）午前１０時～ 

 

５ 入札会場 山口市役所５階 会議室５０１ 

 

６ 設置・納入期限 

  令和７年８月１７日（日） 

   

７ 物件の仕様 

  別紙（物件の仕様）を満たすこと 

  

８ 設置場所及び数量一覧 

 名称 所在地 電話番号 数量 

１ 
山口市山口児童館 山口市下竪小路 254 番

地 
083-928-8656 １ 

２ 山口市三和児童館 山口市三和町 3番 3号 083-922-7055 １ 

３ 
山口市小郡上郷児童館 山口市小郡上郷 2159 番

地 
083-972-0103 １ 

４ 
山口市秋穂コミュニティセン

ター 

山口市秋穂東 6527 番地

2 
083-984-2130 １ 

  ※なお、借入物件については、現在ＡＥＤ収納ボックス（Ｗ４０センチ×Ｄ１８センチ

×Ｈ４０センチ）が設置されている箇所に設置するものとする。 

 

 

 

 



９ 入札価格  

（１）入札価格は、別紙「入札内訳書」の６０ヶ月使用した場合の合計とし、消費税は含 

まないものとする（消費税は、落札金額に加えるものとする）。 

 （２）入札価格には、次の費用を含めること。 

・設置場所への搬入費用（初期設置時、点検等交換時） 

・自動体外式除細動器のほか、バッテリパック、使い捨て除細動パッド（２組）、レ

スキューセット、救急セットの費用（賃貸借期間中の故障または耐用年数の経過等に

よる借入物件の交換費用、機器の使用による消耗品等の交換費用を含める。） 

・不要となった自動体外式除細動器及びバッテリパック・使い捨て除細動パッド等の

処分費用（初期設定時、交換時等） 

   ・賃貸借期間満了又は契約解除後の物件４台の撤去費用（廃棄処分費用含む） 

（３）「入札書」と算出根拠となる「入札内訳書」を併せて封筒に入れ、入札するものと

する。 

 

１０ その他 

（１）賃貸借期間中は機器が正常に作動するよう、使用状況や耐用年数の経過等を十分 

に考慮し、適切に点検または交換等（消耗品の設置、装着作業含む）を実施するこ 

と。 

（２）賃貸借期間中に、機器及び消耗品の交換が発生した場合は納入業者が設置、装着 

等の作業を行うこと。現地での作業で回復が認められない場合は、代替品等を用

意し常に機器が使用できる状態を保つこと。また、現地作業で発生した交換品等

は納入業者が引き取ること。 

（３）各館で閉館日が異なるため、納入・設置にあたっては、各館と調整すること。ま

た、既存のＡＥＤが令和７年８月１７日までの契約となっているため、設置につ

いては、現ＡＥＤ設置業者と調整すること。 

（４）操作方法については、設置場所ごとに関係職員（２名以上）に現地にて説明するこ

と。 

（５）その他必要な保守及び点検等について、責任をもって実施すること。 

（６）施設の移転や廃止等に伴い設置場所が変更になる場合については、指示に従うこ 

と。 

（７）仕様書にない事項または仕様について生じた疑義については、協議のうえ解決す 

ること。 

（８）長期継続契約に係る特記事項契約を締結した翌年度以降、所要の予算の額に減額 

または削除があった場合は、契約を変更または解除することがある。 

（９）本件に関する質問は、令和７年７月１１日（金）午後５時までに書面により行うこ 



   と（ＦＡＸ可）。別途通知をしない場合、令和７年７月１５日（火）午後５時まで

に回答するものとする。 

 

（10）入札書は、「山口市児童館自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借」並びに「入札書 

在中」と記入した封筒に入れて入札すること。 

（11）入札辞退の申し出は、入札辞退届に理由を記入の上、入札開始時までに書面にて

提出すること。 

  

１１ 問い合わせ先 

  山口市こども未来部こども未来課 

  TEL ０８３－９３４－２７５６ 

FAX ０８３－９３４－２６４８ 

 


